
相談日時
毎週木曜日

１２：００～１８：００
電話番号

０７７－５２６－７０３１

き こ も り

相 談
ひきこもりに該当する方は滋賀県内に

約1万3千人おられると言われています。

ひきこもりは、決して本人や家族だけの要因で

起きている状態ではありません。

ひきこもりは個人、家庭の問題ではなく、「社会の問題」です。

電

相談
無料

社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会 滋賀の縁創造実践センター

ひきこもりでお悩みの方、
ご家族の方は、一度お電話下さい。

秘密は守ります。


